
人
事
案
件

◆

日
野
町
教
育
委
員
会
教
育
長
の
任
命
に
つ
い

て
　

今い
ま

宿し
ゅ
く

綾あ
や

子こ

教
育
長
（
東
近
江
市
）
を
再
任
す

る
同
意
が
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
平
成
30
年
4

月
2
日
か
ら
3
年
間
と
な
り
ま
す
。

◆

日
野
町
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会

委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て

　

石い
し

塚づ
か

武た
け

志し

委
員
（
京
都
市
）、
本ほ

ん

多だ

滝た
き

夫お

委

員
（
大
津
市
）、
吉よ

し

田だ

和か
ず

宏ひ
ろ

委
員
（
大
津
市
）、

井い
の

上う
え

順よ
し

子こ

委
員
（
原
）
の
4
名
を
再
委
嘱
す
る

同
意
、
ま
た
、
瀧た

き

井い

恭き
ょ
う

子こ

氏
（
大
窪
）
を
新
た

に
委
嘱
す
る
同
意
が
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
2

年
と
な
り
ま
す
。

◆

日
野
町
清
田
財
産
区
管
理
会
委
員
の
選
任
に

つ
い
て

　

当
管
理
会
委
員
の
う
ち
1
名
が
欠
員
と
な
っ

た
こ
と
に
伴
い
、
後
任
の
委
員
と
し
て
、
清し

水み
ず

秀ひ
で

久ひ
さ

氏
（
清
田
）
を
選
任
す
る
同
意
が
さ
れ
ま

し
た
。
任
期
は
前
任
者
の
残
任
期
間
の
平
成
31

年
6
月
17
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
平
成
30
年
日
野
町
議
会
第
2
回
定
例
会
が
、
3
月
1
日
か
ら
27
日
ま

で
の
27
日
間
に
わ
た
っ
て
開
会
さ
れ
、
提
案
が
あ
り
ま
し
た
40
件
の
議

案
お
よ
び
報
告
3
件
に
つ
い
て
審
議
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　
提
案
さ
れ
ま
し
た
議
案
の
う
ち
、撤
回
1
件
を
除
く
39
件
の
議
案
は
、

す
べ
て
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
1
件
の
請
願
審
査
が
行
わ
れ
、
1
件
の
意
見
書
決
議
が
行
な

わ
れ
ま
し
た
。

　
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
平
成
30
年
度
の
予
算
に
つ
い
て

は
、
2
ペ
ー
ジ
か
ら
6
ペ
ー
ジ
に
詳
し
く
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

条
例
の
制
定
・
改
正

◆
日
野
町
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人

員
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
が
行
な
わ
れ
、
居

宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
権
限
が
都
道
府
県

知
事
か
ら
市
町
村
長
へ
移
譲
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
お

よ
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
に
つ
い
て
、
条
例

を
制
定
し
ま
し
た
。

◆

近
江
日
野
ま
ち
な
か
観
光
交
流
拠
点
施
設
の

設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

　

日
野
町
の
自
然
、
歴
史
お
よ
び
文
化
等
の
観

光
に
関
す
る
情
報
発
信
、
ま
ち
な
か
に
お
け
る

交
流
の
促
進
を
図
る
た
め
、「
近
江
日
野
ま
ち

な
か
観
光
交
流
拠
点
施
設
」
を
設
置
す
る
こ
と

と
し
、
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を
制

定
し
ま
し
た
。

◆

日
野
町
附
属
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

日
野
町
の
附
属
機
関
と
し
て
、
高
齢
者
等
に

係
る
地
域
医
療
、
介
護
お
よ
び
福
祉
に
関
す
る

地
域
課
題
の
検
討
や
施
策
、
支
援
体
制
の
推
進

に
つ
い
て
、
調
査
・
審
議
を
行
う
「
日
野
町
地

域
医
療
・
介
護
・
福
祉
検
討
推
進
会
議
」
を
設

置
す
る
た
め
、
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

◆

日
野
町
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律
の
改
正
に
よ
り
、
個
人
情
報
の
定

義
が
明
確
化
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
個
人
識
別

符
号
、
要
配
慮
個
人
情
報
の
定
義
が
定
め
ら
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
法
律
と
の
整
合
を
図
る
た
め

に
改
正
を
行
な
い
ま
し
た
。

◆

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
お

よ
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

日
野
町
立
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
の
報
酬
額

の
改
正
を
行
な
い
ま
し
た
。

◆

日
野
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
お
よ
び
特
定

地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

　

特
定
教
育
・
保
育
施
設
お
よ
び
特
定
地
域
型

保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
お
よ
び
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
内
閣
府
令
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

支
給
認
定
証
の
任
意
交
付
化
等
に
伴
う
所
要
の

改
正
を
行
な
い
ま
し
た
。

◆
日
野
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

平
成
30
年
度
か
ら
32
年
度
ま
で
の
介
護
保

険
事
業
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
策
定
し
た

「
日
野
町
高
齢
者
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業

計
画
（
第
7
期
）」
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
料

の
改
定
を
行
な
う
と
と
も
に
、
国
の
法
律
改
正

等
に
伴
い
、
必
要
な
改
正
を
行
な
い
ま
し
た
。

◆

日
野
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
包
括
的

支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

　

介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
に
係
る

基
準
の
う
ち
、
主
任
介
護
支
援
専
門
員
の
定
義

に
係
る
規
定
に
つ
い
て
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

◆

日
野
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

の
人
員
、
設
備
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
の
施
行
に
伴
い
、
日
野
町
指
定
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
お
よ

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一

部
改
正
を
行
な
い
ま
し
た
。

◆

日
野
町
営
住
宅
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

　

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め

の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
よ
る
公
営
住
宅
法

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
家
賃
の
算
定
に
つ
い
て

条
例
の
一
部
改
正
を
行
な
い
ま
し
た
。

◆

日
野
町
国
民
健
康
保
険
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た

め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
い
、
国
民
健
康
保
険
お
よ
び

後
期
高
齢
者
保
険
の
制
度
改
正
と
、
国
民
健
康

保
険
税
の
適
正
算
定
に
伴
う
税
率
等
の
見
直
し

が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
野
町
国
民
健
康

第
２
回
定
例
会
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保
険
条
例
ほ
か
３
件
の
条
例
の
一
部
改
正
を
行

な
い
ま
し
た
。

◆

日
野
町
道
路
標
識
に
関
す
る
寸
法
を
定
め
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

　

道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す

る
命
令
改
正
に
伴
い
、
標
識
番
号
の
番
号
ず
れ

の
整
理
を
行
な
う
た
め
、
条
例
の
一
部
改
正
を

行
な
い
ま
し
た
。

◆

日
野
町
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

都
市
緑
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

制
定
公
布
に
よ
る
都
市
公
園
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
公
園
内
施
設
の
建
ぺ
い
率
、
運
動
施
設

率
を
定
め
る
た
め
、
条
例
の
一
部
改
正
を
行
な

い
ま
し
た
。
併
せ
て
、
公
園
利
用
者
の
禁
止
行

為
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
定
め
ま
し
た
。

◆

日
野
町
公
共
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

　

現
在
の
事
業
認
可
区
域
の
内
、
新
た
に
大
字

佐
久
良
、
安
部
居
、
鳥
居
平
、
松
尾
の
一
部
を

日
野
北
第
3
負
担
区
と
し
、
1
平
方
メ
ー
ト
ル

当
た
り
負
担
金
額
を
3
8
0
円
と
定
め
る
た

め
、
条
例
の
一
部
改
正
を
行
な
い
ま
し
た
。

◆

特
別
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

町
長
の
給
料
月
額
に
つ
い
て
、
平
成
30
年
4

月
1
日
か
ら
1
ヶ
月
間
、
10
％
減
額
す
る
た
め

の
改
正
を
行
な
い
ま
し
た
。

補　
正　
予　
算

◆
平
成
29
年
度
一
般
会
計（
第
9
号
）

　

1
億
2
千
3
7
2
万
1
千
円
を
減
額
し
、

予
算
総
額
は
85
億
8
千
8
9
6
万
3
千
円
と

な
り
ま
し
た
。

　

年
度
末
に
よ
る
各
事
業
の
経
費
の
精
算
に
伴

う
も
の
や
、
緊
急
性
、
必
要
性
が
高
い
事
業
に

つ
い
て
、
予
算
措
置
を
行
な
い
ま
し
た
。
増
額

補
正
の
主
な
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

歳
出

☆
ま
ち
づ
く
り
応
援
基
金
積
立
金

�

３
千
３
９
７
万
１
千
円

☆
社
会
福
祉
事
務
事
業�

１
千
５
６
万
７
千
円

☆
障
害
者
総
合
支
援
事
業

�

５
千
３
７
７
万
８
千
円

☆
教
育
施
設
整
備
資
金
積
立
基
金
積
立
金

�

１
千
６
５
２
万
６
千
円

◆
平
成
29
年
度
一
般
会
計（
第
10
号
）

　

1
億
2
千
3
5
6
万
5
千
円
を
追
加
し
、

予
算
総
額
は
87
億
1
千
2
5
2
万
8
千
円
と

な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
補
正
は
、
国
の
補
正
予
算
に
伴
う

も
の
や
、
真
に
必
要
性
が
高
い
事
業
に
つ
い
て
、

予
算
措
置
を
行
な
っ
た
も
の
で
す
。

　

増
額
補
正
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

歳
出

☆  

地
方
創
生
交
付
金
事
業（
拠
点
整
備
交
付
金
）

�

1
億
1
千
6
4
0
万
円

☆
担
い
手
育
成
対
策
事
業�

7
1
6
万
5
千
円

◆
平
成
29
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計（
第

3
号
）

　

保
険
給
付
費
等
の
減
額
に
よ
り
、
3
3
3
万

円
を
減
額
し
、
予
算
総
額
は
25
億
6
千
9
7
3

万
2
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

◆
平
成
29
年
度
簡
易
水
道
特
別
会
計（
第
1
号
）

　

業
務
費
の
事
業
精
査
に
よ
り
、
1
6
4
万
9

千
円
を
減
額
し
、
予
算
総
額
は
1
千
2
3
5

万
3
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

◆

平
成
29
年
度
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

（
第
3
号
）

　

公
共
下
水
道
事
業
費
等
の
減
額
に
よ
り
、
4

千
1
8
2
万
6
千
円
を
減
額
し
、
予
算
総
額

は
8
億
6
千
9
9
0
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

◆

平
成
29
年
度
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計

（
第
1
号
）

　

農
業
集
落
排
水
事
業
費
等
の
減
額
に
よ
り
、

3
7
4
万
2
千
円
を
減
額
し
、
予
算
総
額
は
1

億
9
千
2
3
9
万
8
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

◆
平
成
29
年
度
介
護
保
険
特
別
会
計（
第
3
号
）

　

介
護
保
険
給
付
費
等
の
減
額
な
ど
に
よ
り
、

保
険
事
業
勘
定
を
1
千
7
2
5
万
1
千
円
を

減
額
し
、
予
算
総
額
は
20
億
4
千
4
5
4
万

8
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

◆

平
成
29
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

（
第
1
号
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納
付
金
の
増

の
ほ
か
、
一
般
管
理
費
の
減
に
よ
り
、
1
千

1
3
2
万
3
千
円
を
増
額
し
、
予
算
総
額
は
2

億
5
千
5
8
8
万
5
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

報　
告

◆

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て（
工
事
請
負
契

約
の
変
更
に
つ
い
て（
日
野
町
立
日
野
小
学

校
給
食
室
棟
新
築
工
事（
建
築
工
事
）））

　

株
式
会
社
奥
田
工
務
店
と
工
事
請
負
契
約

を
締
結
し
て
い
る
「
日
野
町
立
日
野
小
学
校
給

食
室
棟
新
築
工
事
（
建
築
工
事
）」
に
つ
い
て
、

工
事
内
容
の
変
更
を
行
な
い
、
請
負
金
額
を

4
1
1
万
2
千
6
4
0
円
増
額
し
、
1
億
6

千
2
8
7
万
2
千
6
4
0
円
に
変
更
し
、
平

成
30
年
2
月
21
日
に
変
更
契
約
を
締
結
し
た
こ

と
を
地
方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
き
報
告
。

◆

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て（
工
事
請
負
契

約
の
変
更
に
つ
い
て（
農
山
漁
村
地
域
整
備

交
付
金
農
地
整
備
事
業
山
本
地
区
農
道
整
備

工
事（
第
3
工
区
）））

　

株
式
会
社
大
島
組
と
工
事
請
負
契
約
を
締
結

し
て
い
る
「
農
山
漁
村
地
域
整
備
交
付
金
農
地

整
備
事
業
山
本
地
区
農
道
整
備
工
事
（
第
3
工

区
）」
に
つ
い
て
、工
事
内
容
の
変
更
を
行
な
い
、

請
負
金
額
を
2
0
0
万
9
千
8
8
0
円
増
額

し
、
8
千
7
4
3
万
7
千
8
8
0
円
に
変
更

し
、
平
成
30
年
3
月
2
日
に
変
更
契
約
を
締
結

し
た
こ
と
を
地
方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
き
報

告
。

◆

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て（
工
事
請
負
契

約
の
変
更
に
つ
い
て（
日
野
町
立
日
野
中
学

校
グ
ラ
ウ
ン
ド
改
修
工
事
））

　

株
式
会
社
野
中
工
務
店
と
工
事
請
負
契
約
を

締
結
し
て
い
る
「
日
野
町
立
日
野
中
学
校
グ
ラ

ウ
ン
ド
改
修
工
事
」
に
つ
い
て
、
工
事
内
容
の

変
更
を
行
な
い
、
請
負
金
額
を
2
5
1
万
4

千
2
4
0
円
増
額
し
、
7
千
7
0
8
万
8
千

2
4
0
円
に
変
更
し
、
平
成
30
年
3
月
2
日
に

変
更
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
を
地
方
自
治
法
の

規
定
に
基
づ
き
報
告
。

請　
願

◆

主
要
農
作
物
種
子
法
に
代
わ
る
公
共
品
種
を

守
る
新
し
い
法
律
を
つ
く
る
こ
と
を
求
め
る
請

願�

継
続
審
査

意
見
書
決
議

◆

北
方
領
土
問
題
の
解
決
促
進
等
を
求
め
る
意

見
書
決
議
に
つ
い
て�

可
決
決
議

議
会
広
報
特
別
委
員
会
の
設
置

　
議
会
広
報
を
発
行
す
る
た
め
、
議
会
広
報
特

別
委
員
会
が
、
委
員
7
名
の
構
成
で
設
置
さ
れ

ま
し
た
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　
議
会
事
務
局

　
☎
0
7
4
8

−

5
2

−
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5
1
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